
ソフトウェア使用許諾規約 

 

このソフトウェア使用許諾規約（以下「本規約」といいます）は、お客様とヤマハ株式会社（以下

「ヤマハ」といいます）との間で YVCシリーズの API（以下「許諾ソフトウェア」といいます）に

関して定めるものです。 

お客様は、本規約の定めを遵守して、許諾ソフトウェアを使用するものとします。 

ご使用される前に、以下の本規約の内容を必ずお読み下さい。お客様が許諾ソフトウェアを使用

可能な状態にされた（規約の同意ボタンをクリック、ダウンロード、インストールその他の行為

を含むもののこれに限定されない）時点で、本規約にご同意いただいたものとみなします。 

 

第１条（定義） 

本規約において使用する用語の意味は、以下の各号で定義されるものとします。 

（１）「お客様」とは、本規約において、個人または法人のいずれかであるかを問わず、許諾ソフ

トウェアを、正規に入手した方をいいます。 

（２）「許諾ソフトウェア」は、構成するプログラム、データファイル及び、今後お客様に一定の

条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイルを含みます。 

（３）「許諾ソフトウェアの使用」とは、許諾ソフトウェアの全部または一部がコンピューター

またはデバイスの一時的なメモリに読み込まれていること、または永続的なメモリにインストー

ルされていることをいいます。 

（４）「開発ソフトウェア」とは、本規約に基づき、お客様が、許諾ソフトウェアを使用し、本製

品の所定機能を作動させるように設計したオブジェクトコード形式のアプリケーションプログラ

ムを指します。 

（５）「本製品」とは、ヤマハの YVCシリーズを指します。 

 

第２条（使用許諾） 

ヤマハは、お客様に対し、本規約を遵守することを条件として、お客様が、(i) 開発ソフトウェ

アを開発する目的に限り、許諾ソフトウェアを使用し、参照すること、及び、(ii) 開発ソフトウ

ェアを、第三者（以下「エンドユーザー」といいます）に対して使用許諾し頒布または販売する

ことにつき、非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 

 

第３条（禁止事項） 

許諾ソフトウェアの使用にあたり、以下の各号の行為は禁止されています。 

（１）許諾ソフトウェアの全部または一部に対し、修正、追加等の改変を行うこと。 

（２）許諾ソフトウェアの全部または一部を、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニ

アリング、その他読解可能な形式に変換する手段を用いて解析すること。 

（３）本契約において別途明示的に規定されている場合を除き、許諾ソフトウェアの全部または

一部を複製、修正、改変、または許諾ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくること。 

（４）本規約において別途明示的に規定されている場合を除き、許諾ソフトウェアの全部または

一部を再使用許諾、販売、転売、頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、もしくは、特定また



は不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブサイトまたはサーバーなどにアップロードその

他の方法で第三者に使用させること。 

（５）本規約において別途明示的に規定されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部又はそ

の構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用すること。 

（６）許諾ソフトウェアに記載されているコピーライト表記を、削除、変更、または不明確にす

ること。 

（７）許諾ソフトウェアを使用し、本製品の所定機能を、他者（エンドユーザ、ヤマハを含む）に

危害や不利益を生じさせるように作動させること 

 

第４条（許諾ソフトウェアの権利および譲渡禁止） 

１．許諾ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権は、全てヤマハ又はヤマハのライセンサ

ーに帰属し、著作権法その他の知的財産権法によって保護されています。 

２．本規約により、ヤマハ又はヤマハのライセンサーに帰属している権利の全部または一部が、

お客様に移転するものではありません。また、本規約による使用許諾は、お客様本人に与えられ

るものであり、お客様は、本規約上の地位または本規約に基づく許諾もしくは義務を第三者に譲

渡することはできません。 

 

第５条（動作確認） 

お客様は、ご自身の費用で、開発ソフトウェアが本製品の所定機能を正しく作動させるか否か、

確認を行うものとします。万が一、開発ソフトウェアが本製品の所定機能を正しく作動させない

場合、お客様は、正しく作動するよう、開発ソフトウェアを修正するものとします。 

 

第６条（ヤマハの技術サポート） 

ヤマハは、いかなる場合においても、お客様に対して許諾ソフトウェアに関する何等かのサポー

トやアドバイス等を提供する義務を負わないものとします。 

 

第７条（開発ソフトウェアのメンテナンス、サポート及び修正アップデート） 

１．お客様は、開発ソフトウェアが本製品の所定機能を正しく作動させるよう、開発ソフトウェ

アのメンテナンスを行い、アップデートを行うものとします。 

２． お客様は、エンドユーザーに対して、開発ソフトウェアの開発者等がヤマハまたはヤマハの

関連会社であるかのような誤解を生じさせるような行為を行わないものとします。 

３． お客様は、ご自身の費用で、開発ソフトウェアのエンドユーザーに対してご必要に応じサポ

ートするものとします。お客様とエンドユーザーとの間で開発ソフトウェアに関連した紛争が生

じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、ヤマハ及びヤマハの関連会社に迷惑

をかけないものとします。 

４．もし、ヤマハが、自己の裁量で、(i)開発ソフトウェアが本製品の所定機能を正しく作動させ

ないと判断した場合、(ii)開発ソフトウェアが、その時点でヤマハから提供されている最新のポ

リシーその他の条件に合致しないコンテンツを含んでいる又は提供していると判断した場合、

(iii)開発ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害している、又は侵害する虞があると判断した



場合、または、(iv)開発ソフトウェアがエンドユーザーに対して悪影響を与えると合理的に判断

した場合、(v)その他、開発ソフトウェアが公序良俗に反するものであると判断した場合、ヤマハ

は、お客様に対して、開発ソフトウェアの頒布を中止するよう要求し、お客様は、直ちにその要

求に従うものとします。 

５．お客様が、開発ソフトウェアをアップデート等する場合、またはバグを修正する等開発ソフ

トウェアに何等かの修正を行う場合、お客様は第５条に従い、修正後の開発ソフトウェアにつき、

動作確認を行うものとします。 

６．ヤマハは、許諾ソフトウェアのアップデート版またはバクを修正する等何等かの修正が為さ

れたバージョンを公開する場合があります。かかる許諾ソフトウェアが公開された場合、お客様

は、ヤマハの指示に従い、開発ソフトウェアを修正するために、修正後の許諾ソフトウェアを使

用するものとします。 

 

第８条（保証の否定） 

１．ヤマハは、許諾ソフトウェアおよびその他ヤマハが提供するあらゆるコンテンツや情報につ

いて、如何なる目的に対しても、その適合性を保証するものではありません。許諾ソフトウェア

は、現状有姿のまま提供されるものであり、ヤマハは、第三者の権利の非侵害性、品質、性能、商

品性、特定の目的に対する適合性について、法令上認められない場合を除き、明示的にも黙示的

にも一切保証いたしません。 

２．本条項の規定は、制定法、慣習法、慣習、取引の慣習、取引の過程、およびその他によって黙

示的に定義されている全ての保証、条件、条項、約束、責任に代わるものであり、法が許す最大

限の範囲内において、それら全ては本規約上において除外されるものとします。 

 

第９条（補償） 

(i)お客様が本規約に定める条項に違反したこと、或いは、(ii)開発ソフトウェア、または開発ソ

フトウェアを通じて頒布又は入手可能となるコンテンツが第三者の知的財産権を侵害することに、

直接的または間接的に起因し、ヤマハ及びヤマハの関連会社に対する紛争が生じ、ヤマハ及びヤ

マハの関連会社に損害が生じた場合は、お客様は、ヤマハ及びヤマハの関連会社に対して、当該

損害を補償し、ヤマハ及びヤマハの関連会社に一切迷惑をかけないものとします。 

 

第１０条（責任の制限） 

許諾ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生

的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、ヤマハに故意、重過失または法

令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハがかか

る損害の可能性について知らされていた場合でも同様とします。なお、お客様に補償を行う場合、

ヤマハの故意又は重過失を除き、本製品の対価を上限とします。 

 

第１１条（規約終了） 

１. ヤマハは、いかなる時点でも、お客様に対し何らの責任を負うことなく、本規約を終了させ

ることができるものとします。 



２. 本規約は、以下の各号の一に該当した場合、自動的に終了します。 

（１）お客様が、本規約の条項に違反した場合 

この場合、ヤマハは、当該お客様に対し損害賠償請求その他の法的措置を講じることを、妨げら

れません。 

（２）ヤマハが、いかなる時点でも、お客様へ本規約を終了する旨の告知をした場合 

（３）お客様が、いかなる時点でも、自らが所持する許諾ソフトウェア、およびその複製物の全

てを破棄、抹消およびアンインストールした場合 

３．本規約が終了した場合、お客様は、速やかに自己の保有する許諾ソフトウェアおよびその複

製物の全てを破棄し、許諾ソフトウェアの利用を中止しなければなりません。 

４．本規約が終了した場合でも、本規約中の第３条から第１４条の効力は有効に存続するものと

します。 

 

第１２条（分離可能性） 

本規約のいかなる条項が無効となった場合でも、本規約のそれ以外の部分は効力を有するものと

します。 

 

第１３条（準拠法） 

本規約書は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。本規約に強行法規と抵

触する規定がある場合には、当該規定は当該部分に限って無効となり、当該規定は強行法規に合

致する範囲内で当該規定に最も近い内容に修正されるものとします。 

 

第１４条（管轄） 

本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第１５条（規約の変更） 

１. ヤマハは、民法第 548条の 4の規定により本規約の変更をすることができます。 

２. ヤマハは、本規約を変更する場合、変更の内容および効力発生時期を明示し、その効力発生

日の相当期間前までに、ヤマハウェブサイトにて周知するものとします。 

３. 第 1項による規約の変更に同意しないお客様は、ヤマハの定める方法に従い、効力発生日ま

でに本規約を解除することができるものとします。 

 


